
 

 

 

 

港港湾湾計計画画のの方方向向性性  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 11 月 

四日市港管理組合 

資料№2 

第３回 みなと環境部会・

物流まちづくり部会 



 

― 目 次 ― 

 

１．長期構想と港湾計画·················································１ 

２．港湾計画の方向性···················································４ 



 1 

１．長期構想と港湾計画 

 
港湾計画を策定するには、港湾計画の計画期間である概ね 10 年を超えて、長期的視点（20

年）から空間利用の方向を想定し、それに従って、概ね 10 年後に必要となる施設計画（港

湾計画）を考えることが望ましいと考えています。 

このようなことから、平成 30 年代前半を目標年次とする港湾計画を策定するために、平

成 40 年代前半を想定した四日市港長期構想を検討したところです。 

これから検討する港湾計画は、先に検討した長期構想から概ね 10 年間で対応すべき内容

を抽出したものとなります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考：港湾計画とは 
・港湾計画は、港湾法第３条の３第１項において、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣

接する地域の保全に関する計画」として位置づけられるとともに、重要港湾の港湾管理者が定

めることを義務付けられている。 

・港湾計画は、基本計画としての性格を有し、港湾という空間についての長期的な開発、 利用

及び保全の基本的な姿を描いたいわゆるマスタープランであり、将来における港湾空間のある

べき姿を実現することを目標とする港湾の整備、管理運営のための指針となるものである。 
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港湾計画書の構成

Ⅰ 港湾計画の方針
１ 四日市港への要請

２ 計画の基本方針

Ⅱ 港湾の能力

Ⅲ 港湾計画で定める機能別の計画

１ 物流
（公共埠頭計画、水域施設計画、外郭施設計画、臨港交通計画など）

２ 交流
（旅客船埠頭計画、マリーナ計画など）

３ 環境

（港湾環境施設計画、自然的環境の整備又は保全など）

４ 安全
　（大規模地震対策施設計画、小型船だまり計画など）

５ その他

Ⅳ 土地造成及び土地利用計画
１ 土地利用計画
２ 土地造成計画

Ⅴ その他の事項

第
3

回
部
会
の
議
論

第
3
回
委
員
会
・
第
4
回
委
員
会

方
向

性

素
案

・
改
定

案

● 港湾計画書の構成 

 
「港湾計画」で定めるべき事項は、「港湾法施行令」第 1 条の４項に下記のとおり、既

定されています。 

・ 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
・ 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
・ 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項

・ 港湾の環境の整備及び保全に関する事項
・ その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

港湾計画で定めるべき事項（港湾法施行令第１条の四）

 
これらを踏まえると、これから作成する港湾計画書の構成は、一般的に下記のとおりと

なっています。 
第３回部会においては、このうち、港湾計画を作成する上での、基本的な方向性をご

議論いただくものです。 
 
 
 

港湾計画書作成ガイドラインより
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はじめに 港づくりに対する港湾管理者の考え方

１．四日市港を取り巻く情勢変化と将来展望
１－１．社会経済を取り巻く情勢変化と将来展望

１－２．港湾を取り巻く情勢変化と将来展望

１－３．中部圏及び四日市港背後圏の情勢変化

１－４．中部圏及び主要産業の将来展望

２．四日市港の現状と課題
２－１．四日市港の立地特性

２－２．四日市港の歴史

２－３．四日市港の概要

２－４．四日市港の港勢

２－５．四日市港の環境

２－６．四日市港の強みと弱み

２－７．四日市港の課題

３．四日市港の将来方向
３－１．これからの四日市港に対する要請

３－２．四日市港の将来方向

４．四日市港の将来像
４－１．四日市港の将来像と実現したい姿

４－２．四日市港の取組

４－３．空間利用ゾーニング

５．将来像の実現に向けて
５－１．将来像実現に向けたその他の取組

長期構想（第二次案）

Ⅰ 港湾計画の方針
１ 四日市港への要請
２ 計画の基本方針

Ⅱ 港湾の能力

Ⅲ 港湾計画で定める機能別の計画
１ 物流

（公共埠頭計画、水域施設計画、外郭施設計画、臨港交通計画など）

２ 交流

（旅客船埠頭計画、マリーナ計画など）

３ 環境
（港湾環境施設計画、自然的環境の整備又は保全など）

４ 安全
　（大規模地震対策施設計画、小型船だまり計画など）

５ その他

Ⅳ 土地造成及び土地利用計画
１ 土地利用計画
２ 土地造成計画

Ⅴ その他の事項

港湾計画書（「本文」及び「図面」）

①

②

③
需要予測等

第
3
回
部
会
の
議
論

方
向
性

港湾計画資料（その１）

港湾計画資料（その２）

環境の現況、環境影響の予測と評価、など
別途作成

長期構想（第二次案）には、ソフト面での取組や、日常業務として執行すべき取組など、法定計画である港湾計画に

記載することがなじまない取組も多く含まれています。
このような港湾計画へ盛り込むことが難しい取組は、今後の港湾運営の中で活かしていきたいと考えています。

ソフト面での
取組など

  

● 長期構想（第二次案）から港湾計画への抽出について 

 
長期構想（第二次案）の内容は、下記のとおり港湾計画へ抽出していきたいと考えてい

ます。 
① 長期構想（第二次案）の第３章「四日市港の将来方向」から第４章の１「四日市

港の将来像と実現したい姿」の内容をもとに、港湾計画書における「四日市港への

要請」の内容を検討する。 
② 長期構想（第二次案）の第 4 章の１「四日市港の将来像と実現したい姿」及び第

４章の２「四日市港の取組」の内容の中から、概ね 10 年間で対応すべき内容を踏ま

え、港湾計画書における「計画の基本方針」を検討する。 
③ 長期構想（第二次案）の第４章の２「四日市港の取組」、第４章の３「空間利用ゾ

ーニング」の中のハードの取組を中心に、それぞれの需要予測を行った上で、港湾

計画書の「港湾の能力」以降の内容として検討する。 
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２．港湾計画の方向性 

 

 港湾計画書に記載する「港湾計画の方針」は、「四日市港への要請」と「計画の基本方針」

に区分されます。それぞれについて、長期構想（第二次案）をもとに、以下のとおり検討

していきたい。 

 

【四日市港への要請】 

 

港湾計画書に記載する「四日市港への要請」は、長期構想（第二次案）の第 3 章「四日

市港の将来方向」、及び第 4 章「四日市港の将来像」の中の、４－１「四日市港の将来像と

実現したい姿」で記載された内容から、概ね 10 年間に対応すべき課題や取組を意識し、作

成します。この際には、長期構想（第二次案）で取りまとめた 17 個の要請は、下記のとお

り、物流、安全、交流、環境の 4 つの機能別に整理されます。 

 

 

 

① 中枢国際港湾としての機能維持、向上 

② 企業ニーズに対応した港湾機能の向上 

③ バルク貨物への対応と機能の充実 

④ アジア域内物流への対応 

⑤ 背後圏産業の維持活性化への支援 

⑥ 親しまれる港づくりの推進 

⑦ 港湾景観の活用、向上 

⑧ 港湾環境改善への取り組み 

⑨ グリーン物流の推進 

⑩ 自然海浜・干潟の保全 

⑪ 循環型社会への貢献 

⑫ 保安対策の推進 

⑬ 防災対策の推進 

⑭ 港内航行安全の確保 

⑮ 老朽化対策の推進 

⑯ 連携と協働による港づくりの推進 

⑰ 多様な主体による港づくりの推進 

 
  
なお、「⑯連携と協働による港づくりの推進」と「⑰多様な主体による港づくりの推進」

については、４つの機能毎に整理されます。 

長期構想（第二次案）における四日市港への要請

物流機能 

交流機能 

環境機能 

安全機能 

（長期構想（第二次案）P23）

港湾計画書における「四日市港への要請」

Ⅰ 港湾計画の基本方針

１ 四日市港への要請 

２ 計画の基本方針 
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将来像 1 背後圏産業の発展を支えるみなと・四四日日市市港港  

四日市港は、「伊勢湾のスーパー中枢港湾」として、名古屋港ととも

に日本の国際競争力を強化するための一翼を担う役割が求められて

います。また、四日市港の臨海部には「エネルギー資源取扱機能の

集積」、港の背後には「知識集約型部品・部材および加工組立産業の

集積」という他港にはない固有の強み（四日市港のコアコンピタンス）

を持っています。加えて、これら産業が持続的に発展可能な産業構造

となっていることを考えると、地域のため四日市港はこれら産業の発展

を物流面からしっかりと支えていくことが求められています。 

将来像２ 都市・住住民民ととととももににああるるみみななとと・・四四日日市市港港  

四日市港の前面には、伊勢湾という海が広がり、またその背後には

四日市市などの諸都市がひかえています。そのため、四日市港には、

海からの災害から住民の暮らしの安全・安心をしっかり守る港づくりが

求められています。また、港の自然、歴史、文化が大切にされ、広く住

民の方に愛され親しまれるまちづくりと連携した港づくりが求められて

います。 

将来像３ 環環境境ににややささししいいみみななとと・・四四日日市市港港  
四日市港がこれからも持続的に発展を続けていくためには、いかに

環境と共生した港湾活動が展開できるか、また港湾活動を通じて地域

環境や地球環境の改善にどれだけ貢献できるかということが非常に重

要であると考えています。 

そのために、環境にやさしい港湾活動をより一層取組むとともに、残

された自然環境の積極的な保全や貴重な生物生息空間の保全・創

出、さらには地球環境問題への積極的対応など、人や生き物にやさし

い、環境にやさしい港づくりが求められています。 

長期構想（第二次案）で描いた将来像

港湾計画書における

「四日市港への要請」

１ 四日市港への要請

物流機能の要請として
記述する内容

安全機能の要請として

記述する内容

交流機能の要請として
記述する内容

環境機能の要請として
記述する内容

 長期構想（第二次案）では、「背後圏産業の発展を支えるみなと・四日市港」、「都市・住

民とともにあるみなと・四日市港」、「環境にやさしいみなと・四日市港」という 3 つの将

来像を描きました。 
 港湾計画書では、機能別に四日市港への要請を述べる必要があります。長期構想で描い

た将来像をもとに、下記のとおり、機能別の要請（物流、安全、交流、環境の別）に整理

していきたいと考えています。 

（長期構想（第二次案）P26～28）
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【計画の基本方針】 

 
港湾計画書に記載する「計画の基本方針」は、長期構想（第二次案）の第 4 章「四日市

港の将来像」の中の４－１「四日市港の将来像と実現したい姿」及び４－２「四日市港の

取組」の中から、港湾計画の目標年次である概ね 10 年後までに対応すべき内容を、物流、

安全、交流、環境の各機能別に抽出します。 
 
当資料では、長期構想（第二次案）で掲げた内容を、下記の区分により分類しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 機能別の方針を考える上で、内容の全てが、反映できるもの 

△ 機能別の方針を考える上で、内容の一部が、反映されるもの 

  （反映できない部分は、二重線で表現する） 

▲ 概ね 10 年後を目標年次とする港湾計画に位置付けるには、今後更なる検討や具

体化が必要と思われるもの 

－ 港湾計画に記載することがなじまないもの（ソフト面の取組など） 

区    分 

これらを中心に港湾

計画の「計画の基本

方針」を機能別に検

討していく 

（※） 

上記の区分は、既に取り組んでいるもの、需要が明確であり、又要請が高く実現に向け検討が進んでいるもの

及び港湾管理者として政策的に取り組んでいくものは、港湾計画の目標年次である概ね 10 年間に対応すべき

取組として、判断する。 

□ 他の法令等で規定され取り組まれるなど、港湾計画に記載されないが、日常的に

取り組むべき事項 

（参考）「港湾計画」の「基本方針への適合」 

「港湾計画」、港湾法の規定により、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基

本方針」（以下、「基本方針」という。）に適合する必要があります。 

「基本方針」は国土交通大臣が定めるものであり、その役割は、①国の港湾行政の指針、②個別の港湾計

画を策定する際の基準とされています。 
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長期構想（第二次案）における「実現したい四日市港の姿（案）」 反映検討

の区分 

将来像 1 背後圏産業の発展を支えるみなと・四四日日市市港港  

① 中部圏における国際ゲートウェイとしての役割を果たす四日市港  
実現イメージ 

☆伊勢湾スーパー中枢港湾の一翼を担う国際貿易港   【長期構想（第二次案）P26】 

 四日市港と名古屋港は、緊密な連携のもと、「伊勢湾のスーパー中枢港湾」

として機能し、そこでは高度な港湾活動が行われている。四日市港の霞ヶ浦

地区北埠頭では次世代の高規格コンテナターミナルが整備され、企業ニーズ

に対応した効率的な港湾サービスが提供されている。  

  

  

○○  

② 多くの荷主企業から頼りにされ、信頼されている四日市港  
実現イメージ 

 ☆背後圏産業を支える総合港湾                   【長期構想（第二次案）P26】 

    臨海部に位置するエネルギー産業、素材・部材産業の原材料輸入などに、ま

た、背後圏に位置する部材・部品産業、加工組立産業の製品出荷などの物流

拠点として多くの企業から頼りにされ、そしてこれら産業の発展に大きく貢献

している。                           

 

 

○ 

☆低炭素社会を支える港湾                         【長期構想（第二次案）P26】 

     環境にやさしい内航海運や鉄道輸送と四日市港との連携が充実し、四日市

港の利用が産業物流に関するＣＯ２の削減に効果があるとの評価を多くの企

業から得ている。                         

 

○ 

③ どんな時でも物流機能が確実に確保される安全・安心な四日市港  
実現イメージ 

 ☆安全・安心な港湾                              【長期構想（第二次案）P26】 

   施設の維持管理が行き届き、またテロ等を未然に防止するための保安対

策も充実していることで、常に船が安全に入出港できるなど、利用者が安心

して利用できる港になっている。 

大規模地震等の災害が発生した場合にも、物流機能が確保される災害に強

い港になっている。                                《《再再掲掲》》   

 

 

 

 
将来像３ 環環境境ににややささししいいみみななとと・・四四日日市市港港 
 
③ 地球にやさしい四日市港  

実現イメージ 

    ☆四日市港における低炭素社会の実現          【長期構想（第二次案）P28】 

内航海運の活用などグリーン物流の推進によるＣＯ２排出量の削減、四日市

港利用による陸送距離の短縮など物流の効率化によるＣＯ２排出量の削減、

港湾区域内における荷役などに伴うＣＯ２排出量の削減が進み、四日市港は

低炭素社会の実現に大きく貢献している。                 《《再再掲掲》》 

 

 

 

 

● 計画の基本方針【物流】を考える上で、反映を検討する内容 

《
環
境
機
能
で
記
載
》 

《
安
全
機
能
で
記
載
》 
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長期構想（第二次案）における取組 
反映検討

の区分 

ススーーパパーー中中枢枢港港湾湾ととししててのの機機能能のの充充実実・・強強化化           【長期構想（第二次案）P30】  

 増大するコンテナ貨物の取扱需要に対応するため、現行の霞ヶ浦北埠頭８０号

岸壁コンテナターミナルに連続する次世代高規格コンテナターミナルの整備を

推進する。 

  

○○  

 スピーディでシームレスかつ低廉な港湾物流を実現するため、コンテナターミナ

ルにおけるハード・ソフト両面の施策についてその高度化・高質化（ＩＴ化、自動

化）を進める。 

○ 

 臨港道路霞４号幹線の整備促進や南方面への道路を検討するなど臨港交通

体系の充実を図ると共に、新名神、東海環状自動車道、四日市インターアクセ

ス道路などの背後高規格道路網の整備促進を働きかけることによって※１、四

日市港と背後圏域とのアクセス向上に努める。 

△ 

  □（※１） 

 港湾サービス水準の向上という背後圏企業のニーズに応えるため、基幹航路

をはじめとする多方面航路の維持・拡充に努める。 

－ 

 伊勢湾におけるスーパー中枢港湾が、中部圏のものづくり産業を支える物流拠

点として確実に機能するためには、名古屋港や中部国際空港との連携をこれ

まで以上に進めるとともに、寄港コストの縮減や手続きの簡素化につながる「一

開港化」の早期実現に努めます。また、四日市港と名古屋港との「一港化（一

体化）」につきましては、関係機関と十分連携・協議しながら議論していく。 

－ 

アアジジアア域域内内物物流流へへのの対対応応                                  【長期構想（第二次案）P31】  

 今後も増大が予想されるアジア域内物流に対応し、四日市港の地理的特性を

活かした、高速、低コスト、多頻度、高品質のサービスを提供する。 

  

○○  

 アジアの地域間連携の進展に伴い今後とも背後圏の中小企業にいたるまで交

易が活発となることが予想されることから、港湾空間における流通加工・在庫

管理・ジャストインタイム・小口混載等に対応したロジスティクス機能の強化を促

進する。 

○ 

ババルルクク貨貨物物ととエエネネルルギギーー供供給給へへのの対対応応とと機機能能のの充充実実・・強強化化  【（第二次案）P32】  

  臨海部産業の物流の効率化に伴って大型化するバルク船やタンカー・ＬＮＧ船

に対応し、岸壁、荷捌き地、上屋などの既存施設の改良や港湾施設を整備す

るなど、港湾機能の拡充を図り、効率的な産業物流の実現を図る。  

  

○○  
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長期構想（第二次案）における取組 
反映検討

の区分 

企企業業ニニーーズズにに対対応応ししたた港港湾湾ササーービビススのの提提供供            【長期構想（第二次案）P33】  

 背後圏の荷主企業や物流事業者においては、地球環境問題に対応した環境

に優しい物流システムの構築が必要であり、内航海運の活用や地理的特性を

いかしたシー＆レールに代表される鉄道の活用など、グリーン物流を促進する。 

  

△△  

 企業ニーズに対応した物流機能を構築するため、品目による施設利用の集約

等、施設の改良と施設利用の再編を進める。 

○ 

背背後後圏圏産産業業のの活活性性化化にに対対すするる支支援援                      【長期構想（第二次案）P34】  

 四日市コンビナートの高度化への取組を支援していく。 

  

○○  

 現在、埋立中の石原地区（浚渫土砂埋立区域）は、将来的には、背後圏企業

の成長を支援するための産業空間として活用していく。 

※※《《土土地地造造成成及及びび土土地地利利用用計計画画にに関関連連》》 

▲▲  

港港湾湾施施設設のの計計画画的的なな維維持持管管理理                          【長期構想（第二次案）P35】  

 老朽化した施設（岸壁、荷捌き地、上屋等）の確実な更新を進めると共に、今

後順次発生するであろう施設の劣化に伴うサービス水準の低下と、更新に伴う

財政負担の急激な増加を回避するため、アセットマネジメントの概念を取り入

れ、計画的・効率的な維持・修繕や耐震化などの改良を実施するとともに、計

画段階から維持管理に配慮した設計に取り組む。 

《《再再掲掲》》 

  

港港湾湾ののセセキキュュリリテティィ強強化化とと保保安安のの確確保保                    【長期構想（第二次案）P36】  

 国際船舶・港湾保安法に基づき、テロ等に対応した港のセキュリティの確保に

努めるとともに、不法投棄や車両放置、不法入国等の犯罪に対して、警察や

海上保安庁等と連携したパトロール、取り締まり等により、港の保安確保に努

める。 

《《再再掲掲》》 

  

船船舶舶航航行行安安全全のの確確保保                                      【長期構想（第二次案）P37】  

 船舶の大型化に対応した岸壁、航路、泊地等港湾施設の適切な整備を推進

するとともに、港湾利用者や関係機関と十分連携・調整しながらより安全で効

率的な港内航行実現に向けた措置の実践に努める。※１ 

《《再再掲掲》》 

  

 船舶の安全な航行を常に確保するため、航路・泊地等における水深の維持・確

保や漂流物の除去を行う。 

《《再再掲掲》》 

 

《
安
全
機
能
で
記
載
》 

で
記
載
》 

《
安
全
機
能 

で
記
載
》 

《
安
全
機
能 
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長期構想（第二次案）における取組 
反映検討

の区分 

 プレジャーボート等の小型船舶を適正に配置させるなど、港内の航行安全確保

に努める。 

《《再再掲掲》》 

 

 四日市港における、ポートラジオ等による入出港情報の提供等を行うとともに、

レーダーや ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報等を活用した船舶情報の提供・監

視システムの構築について、関係機関と十分連携・調整しながら、その研究を

進める。 

《《再再掲掲》》 

 

災災害害時時ににおおけけるる物物流流機機能能のの確確保保                          【長期構想（第二次案）P38】  

 災害発生時においても、物流機能を維持するために、霞ヶ浦北埠頭８０号岸壁

に連続する霞ヶ浦北埠頭８１号耐震強化岸壁や四日市地区の耐震強化岸壁

の整備を推進し、背後圏の経済活動を支える。 

《《再再掲掲》》 

  

 中部圏のものづくり産業を支える物流拠点として、災害時の伊勢湾の国際物

流機能を維持するため、名古屋港との補完体制を拡充していく。 

《《再再掲掲》》 

 

 霞ヶ浦地区のリダンダンシーを確保するため、霞４号幹線の整備を進める。 

《《再再掲掲》》  

 

地地球球環環境境問問題題（（ＣＣＯＯ２２等等削削減減））へへのの対対応応                【長期構想（第二次案）P49】  

  CO2 削減を荷主企業の強いニーズと捉え、四日市港においてインセンティブの

導入及び内航海運の活用や地理的特性を活かしたシー＆レールに代表される

鉄道の活用など、グリーン物流を促進する。                 《《再再掲掲》》  

  

 グリーン物流の一環として、四日市港を積極的に利用することが CO2 削減に大

きく貢献できる手段であることを広くアピールする。             《《再再掲掲》》 

 

 周辺道路の渋滞解消に努め、大気環境の改善や騒音・振動への対応を進め

る。 

《《再再掲掲》》 

 

循循環環型型社社会会へへのの貢貢献献                                      【長期構想（第二次案）P50】  

 循環（リサイクル）資源の取扱機能・能力の向上を図り、静脈物流への取組を

推進する。 

《《再再掲掲》》 

  

地地域域のの環環境境保保全全にに貢貢献献                                    【長期構想（第二次案）P50】  

 臨港交通体系の充実などにより周辺道路の渋滞解消に努め、大気環境の改

善や騒音・振動への対応を進める。 

《《再再掲掲》》 

  

《
環
境
機
能
で
記
載
》 

《
安
全
機
能
で
記
載
》 

で
記
載
》 

《
環
境
機
能 

で
記
載
》 

《
環
境
機
能 

で
記
載
》 

《
安
全
機
能 

で
記
載
》 

《交
流
機
能 
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【物流機能】 機能別の方針に記述する内容のイメージ（キーワード） 

 

・ 次世代高規格コンテナターミナルの形成 

・ 臨港交通体系の充実 

・ ロジスティクス機能の充実 

・ バルク貨物輸送拠点の形成 

・ 港湾施設利用の集約と再編 

・ モーダルシフトの推進（内貿機能の充実） 
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● 計画の基本方針【安全】 を考える上で、反映を検討する内容 

 

長期構想（第二次案）における「実現したい四日市港の姿（案）」 
反映検討

の区分 

将来像 1 背後圏産業の発展を支えるみなと・四四日日市市港港  

③ どんな時でも物流機能が確実に確保される安全・安心な四日市港  
実現イメージ 

 ☆安全・安心な港湾                       【長期構想（第二次案）P26】 

   施設の維持管理が行き届き、またテロ等を未然に防止するための保安対

策も充実していることで、常に船が安全に入出港できるなど、利用者が安心

して利用できる港になっている。 

大規模地震等の災害が発生した場合にも、物流機能が確保される災害に

強い港になっている。 

 

  

  

  

○○  

将来像２ 都市・住住民民ととととももににああるるみみななとと・・四四日日市市港港  

① 住民の暮らしを守ってくれる、頼もしい四日市港  
   実現イメージ 

 ☆自然災害から住民を守る                  【長期構想（第二次案）P27】 

    海岸保全施設の整備や、住民・企業・関係機関との協働による防災対策の

徹底により、地震・津波・高潮などの自然災害から人々の暮らしをしっかり守っ

ている。   

 

 

 

 

□ 

☆災害時の救援、復興の拠点港湾               【長期構想（第二次案）P27】 

     大規模災害時にも港湾機能が確保され、四日市港が災害復興活動の拠点と

して機能できる。 

 

○ 

☆人々が安心して立ち寄れる港                【長期構想（第二次案）P2７】 

     港におけるテロ対策や防犯対策が充実し、人々が安心して立ち寄れる“明る

い港”になっている。 

 

○ 
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長期構想（第二次案）における取組 反映検討

の区分 

港港湾湾施施設設のの計計画画的的なな維維持持管管理理                          【長期構想（第二次案）P35】  

 老朽化した施設（岸壁、荷捌き地、上屋等）の確実な更新を進めると共に、今

後順次発生するであろう施設の劣化に伴うサービス水準の低下と、更新に伴う

財政負担の急激な増加を回避するため、アセットマネジメントの概念を取り入

れ、計画的・効率的な維持・修繕や耐震化などの改良を実施するとともに、計

画段階から維持管理に配慮した設計に取り組む。 

 

  

－－  

港港湾湾ののセセキキュュリリテティィ強強化化とと保保安安のの確確保保                    【長期構想（第二次案）P36】  

 国際船舶・港湾保安法に基づき、テロ等に対応した港のセキュリティの確保に

努めるとともに、不法投棄や車両放置、不法入国等の犯罪に対して、警察や

海上保安庁等と連携したパトロール、取り締まり等により、港の保安確保に努

める。 

  

□□  

船船舶舶航航行行安安全全のの確確保保                                      【長期構想（第二次案）P37】  

 船舶の大型化に対応した岸壁、航路、泊地等港湾施設の適切な整備を推進

するとともに、港湾利用者や関係機関と十分連携・調整しながらより安全で効

率的な港内航行実現に向けた措置の実践に努める。※１ 

  

○○  

    －－（（※※１１））  

 船舶の安全な航行を常に確保するため、航路・泊地等における水深の維持・確

保や漂流物の除去を行う。 

－ 

 プレジャーボート等の小型船舶を適正に配置させるなど、港内の航行安全確保

に努める。 

《《再再掲掲》》 

 

 四日市港における、ポートラジオ等による入出港情報の提供等を行うとともに、

レーダーや ＡＩＳ（船舶自動識別装置）情報等を活用した船舶情報の提供・監

視システムの構築について、関係機関と十分連携・調整しながら、その研究を

進める。 

－ 

災災害害時時ににおおけけるる物物流流機機能能のの確確保保                          【長期構想（第二次案）P38】  

 災害発生時においても、物流機能を維持するために、霞ヶ浦北埠頭８０号岸壁

に連続する霞ヶ浦北埠頭８１号耐震強化岸壁や四日市地区の耐震強化岸壁

の整備を推進し、背後圏の経済活動を支える。 

  

○○  

 中部圏のものづくり産業を支える物流拠点として、災害時の伊勢湾の国際物

流機能を維持するため、名古屋港との補完体制を拡充していく。 

－ 

 霞ヶ浦地区のリダンダンシーを確保するため、霞４号幹線の整備を進める。 ○ 

で
記
載
》

《交
流
機
能
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長期構想（第二次案）における取組 反映検討

の区分 

防防災災対対策策のの推推進進                                            【長期構想（第二次案）P40】  

 津波や高潮から背後地を守るため、海岸保全施設の機能拡充を図る。 

  

□□  

 東海・東南海地震等の地震発生時の津波に対して、背後市町や住民・企業と

協働し、防潮扉の閉鎖を行い人命・財産を守るとともに、避難訓練を実施する

ことで災害発生時における迅速な対応が図れるようにする。 

－ 

 港湾利用者や港湾来訪者に対する津波情報伝達システムの構築、注意喚起

看板の設置、高台・建物等の緊急避難場所の確保、水門等の遠隔操作等の

導入などを進める。 

□ 

 海上保安庁などの国の機関や、県、市の関係機関と連携し、防災対策を推進

する。 

□ 

 コンビナート企業及び関係機関と連携し、コンビナート災害を未然に防止すると

ともに、災害発生時にも迅速に対応できるように体制を整える。 

□ 

災災害害復復興興活活動動へへのの支支援援                                    【長期構想（第二次案）P40】  

 市街地に近い四日市地区で緊急物資輸送用岸壁等の防災拠点を整備し、ま

た、霞ヶ浦地区においては、霞 4 号幹線や耐震強化岸壁の整備推進すること

により、緊急時の物資輸送の確保や、災害時の復興活動を支える。 

《《再再掲掲》》  

  

○○  

 東海・東南海地震等や大型台風等の大規模災害時には、復興活動に資する

ため港湾空間を有効に利活用し、復興活動を支える。 

○ 

 海上保安庁などの国の機関や、県、市の関係機関と連携し、復興活動を支え

る。 

□ 

治治安安対対策策のの推推進進                                            【長期構想（第二次案）P41】  

 国際船舶・港湾保安法に基づき、テロ等に対応した港のセキュリティの確保に

努めるとともに、不法投棄や車両放置、不法入国等の犯罪に対して、警察や

海上保安庁等と連携したパトロール、取り締まり等により、治安の維持に努め

る。 

  

□□  

 照明設備等の増設や住民・企業等のコラボレーションにより、みなとの中の防

犯対策に取り組む。 

－ 
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【安全機能】 機能別の方針に記述する内容のイメージ（キーワード） 

 

・ 耐震強化岸壁の確保 

・ 物資輸送ルートの確保 

・ 港内航行安全の確保 
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● 計画の基本方針【交流】 を考える上で、反映を検討する内容 

 

長期構想（第二次案）における「実現したい四日市港の姿（案）」 
反映検討

の区分 

将来像２ 都市・住住民民ととととももににああるるみみななとと・・四四日日市市港港  

② 人々が憩い、楽しむことができる四日市港、そして独特のみなと文化が形成されて

いる四日市港  
   【長期構想（第二次案）P27】 

実現イメージ 

   多くの人々が、そこにある自然や歴史遺産、そして景観などの憩いや潤い

を求め、また、色々なイベントが開催されることで四日市港を訪れている。

人々が集まることで、そこには四日市港特有の文化が醸成され、このことに

よって四日市港の魅力が一層深まり、広く知れ渡ることになり、四日市港が

県民・市民の誇りとなっている。 

 

  

  

  

  

○○  

 
③ 都市と共に活性化し、住民が元気になる四日市港  

 【長期構想（第二次案）P27】 

実現イメージ 

      港の中では、多様な人たちの参画と協働により、広く市民活動が行われてい

る。また、まちづくりの関係者と連携しながら、“みなとづくり”が活発に検討・

取り組まれている。 
 

 

 

 

 

－ 
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長期構想（第二次案）における取組 反映検討

の区分 

人人にに親親ししままれれるるアアメメニニテティィ豊豊かかなな港港づづくくりりのの推推進進        【長期構想（第二次案）P42】  

 ウォーキングコースを整備するなど既存緑地の質を高めたり、新しい緑地を整備

するなど、アメニティ機能の充実を図る。 

  

○○  

 朝明地区から霞ヶ浦地区にかけて点在する緑地などの親水空間をネットワーク

化することにより、魅力を向上させ、人々に親しまれる港づくりを推進する。 

○ 

 人々がみなとへ安全かつ快適に行き来できるように、アプローチの改善に向け

た取組を推進する。 

－ 

地地域域へへのの情情報報発発信信、、情情報報共共有有のの促促進進、、観観光光振振興興のの促促進進    【（第二次案）P43】  

 「四日市港まつり」などのイベントやホームページ、定期刊行物の「四日市港ニュ

ース」、各種パンフレットを活用し、人々と港の触れ合いの機会を創出し、親しま

れる港づくりを推進する。また、これら活動を通じて、地域と情報共有し、連携

を強化していく。 

  

－－  

 千歳運河周辺には、重要文化財に指定されている「末広橋梁」、更には「潮吹

き防波堤」など、レトロな風景が広がっている。このような景観の持つ価値を積

極的に意味づけ、活用しながら、一層価値を高めていく。 

○ 

 四日市港の歴史や文化、港そのもの役割・機能について、理解を深めるための

機会を提供していくなど産業観光に取り組む。 

－ 

 船舶を活用した港らしさを感じる観光振興策を企業や関係機関等と連携して

取り組む。 

－ 

 石油化学コンビナートの夜景や港湾活動など、すばらしい景観資源を有効活用

し、四日市港の持つ魅力を広く発信する。 

－ 

四四日日市市市市とと連連携携ししたた「「みみななととままちちづづくくりり」」のの推推進進        【長期構想（第二次案）P44】  

 四日市地区では、四日市市が進めようとしているＪＲ四日市駅から旧港・千歳

地区にいたる地域での「港を活かしたまちづくり」と連携した、「みなとまちづく

り」を進める。 

  

－  

参参画画とと協協働働にによよるる「「みみななととままちちづづくくりり」」のの推推進進            【長期構想（第二次案）P44】  

 行政、住民、ＮＰＯなどの市民団体、企業など多様な主体との協働により、港

の資源を活かしたまちづくりを実現する。 

  

－－  

 港湾空間における遊休施設などを、市民活動の場として提供していく。 － 

船船舶舶航航行行安安全全のの確確保保                                      【長期構想（第二次案）P37】 

 プレジャーボート等の小型船舶を適正に配置させるなど、港内の航行安全確保

に努める。 

 

○ 
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【交流機能】 機能別の方針に記述する内容のイメージ（キーワード） 

 

・ 既存緑地の質の向上と新しい緑地の整備 

・ 親水空間のネットワーク化 

・ ソフト面からの賑わいづくり 

・ まちづくりと連携したみなとづくり（千歳運河沿い） 

・ 海洋性レクリエーション需要への対応 

 



 19 

● 計画の基本方針【環境】 を考える上で、反映を検討する内容 

 

長期構想（第二次案）における「実現したい四日市港の姿（案）」 
反映検討

の区分 

将来像３ 環環境境ににややささししいいみみななとと・・四四日日市市港港  
① 自然とふれあえる四日市港  
 

実現イメージ 

☆人や生き物にやさしい四日市港               【長期構想（第二次案）P28】 

自然のままの手つかずの干潟や海浜などの自然が残っていて、そこには誰

もが近寄れて、憩い、そして楽しむことができる。また、緑地、浅場など人に

も生き物にもやさしい空間が所々に確保されていて、人、生き物すべてがそ

の恩恵に浴することができるようになっている。 

 

  

  

  

○○  

☆伊勢湾再生に向けた多様な主体との連携           長期構想（第二次案）P28】 

   伊勢湾再生行動計画等に基づく多様な主体との連携の結果、四日市港

港内の水質や底質が今より格段に改善されている。 

 

 

○ 

 
② 美しく、魅力ある四日市港  

【長期構想（第二次案）P28】 
実現イメージ 

臨海部の特色ある港湾景観が保全されている。また、周辺環境と調和し

た良好な港湾景観を形成するための取組が進み、清潔で美しく、魅力ある

四日市港になっている。 

 

 

 

○ 

 
③ 地球にやさしい四日市港  
 

実現イメージ 

    ☆四日市港における低炭素社会の実現          【長期構想（第二次案）P28】 

内航海運の活用などグリーン物流の推進によるＣＯ２排出量の削減、四日

市港利用による陸送距離の短縮など物流の効率化によるＣＯ２排出量の削

減、港湾区域内における荷役などに伴うＣＯ２排出量の削減が進み、四日市

港は低炭素社会の実現に大きく貢献している。 

 

 

 

 

○ 
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長期構想（第二次案）における取組 反映検討

の区分 

自自然然海海浜浜・・干干潟潟のの保保全全                                      【長期構想（第二次案）P46】  

 楠・磯津地区や朝明地区に残る自然海浜、自然干潟等、貴重な自然を次世代

に継承すべく関係者と連携して管理、保全する。 

 

○  

 干潟や砂浜等の管理、保全及び新たな浅場の造成、野鳥が飛来する緑地を整

備するなど、海域部と陸域部が調和した多様な生物生息空間を有する複合的

な自然環境の創造に関係者と連携して取り組む。 

○  

 

 このような取組を進めるにあたっては、河川や海岸の管理者等との連携を図る

とともに、産学官の協力による実証実験やモニタリング等を実施し、効果的な

施策展開を図る。 

－  

 

伊伊勢勢湾湾再再生生にに貢貢献献すするる海海域域環環境境のの改改善善                【長期構想（第二次案）P47】  

 伊勢湾再生行動計画に基づき、多様な主体と連携して海域環境の改善に努

める。 

  

○  

 港湾環境の改善に向け、汚泥の浚渫除去や北ふ頭外周護岸や防波堤におい

て藻場（コンブ、アマモ等）の再生を図るなど水質改善・底質改善の取組を進め

る。 

○  

 海域環境の現状や改善のための取組を広く周知するなど啓発活動に努め、多

様な主体の各種取組への参画意欲の醸成を図る。 
－ 

 清掃船による浮遊ゴミ等の回収を進めるとともに、美化運動についてボランテ

ィアなど多様な主体との連携を図る。 
－ 

良良好好なな港港湾湾空空間間のの保保全全・・創創出出                            【長期構想（第二次案）P48】  

 四日市港に今も残る歴史的遺産や文化遺産、ならびに貴重な港湾景観を次

世代に継承すべく保全する。 

 

 

○ 

 港湾における良好な景観づくりのために、周囲と調和した色彩計画を推進す

る。 
－ 

 公園、緑地等における清掃活動においては、ボランティアなど多様な主体との

連携を図る。 
－ 
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長期構想（第二次案）における取組 反映検討

の区分 

地地球球環環境境問問題題（（ＣＣＯＯ２２等等削削減減））へへのの対対応応                【長期構想（第二次案）P49】  

  CO2 削減を荷主企業の強いニーズと捉え、四日市港においてインセンティブの

導入及び内航海運の活用や地理的特性を活かしたシー＆レールに代表される

鉄道の活用など、グリーン物流を促進する。  

 

 

△ 

 グリーン物流の一環として、四日市港を積極的に利用することが CO2 削減に大

きく貢献できる手段であることを広くアピールする。 
－ 

 荷役作業などの港湾活動に伴い発生する CO2 等の削減を進める。 － 

 CO2 の吸収に貢献する緑化の取組を進める。 ○ 

 周辺道路の渋滞解消に努め、大気環境の改善や騒音・振動への対応を進め

る。 
○ 

循循環環型型社社会会へへのの貢貢献献                                      【長期構想（第二次案）P50】  

 循環（リサイクル）資源の取扱機能・能力の向上を図り、静脈物流への取組を

推進する。 

 

 

○ 

 石原地区（浚渫土砂埋立区域）は、将来的には、背後圏産業の成長を支援す

るための産業空間として活用していく中で、循環型社会の構築に貢献するリサ

イクル産業※等の立地可能性について検討を進める。 

※※《《土土地地造造成成及及びび土土地地利利用用計計画画にに関関連連》》 

▲ 

地地域域のの環環境境保保全全にに貢貢献献                                    【長期構想（第二次案）P50】  

 港湾の開発によるみなとの環境を悪化を防止するため、環境に配慮した施設

整備や保全のための取組を進める。 

 

○ 

 臨港交通体系の充実などにより周辺道路の渋滞解消に努め、大気環境の改

善や騒音・振動への対応を進める。 
○ 

 県市町が主体となって進める環境行政が四日市港内で推進されるように協力

する。 
－ 
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【環境機能】 機能別の方針に記述する内容のイメージ（キーワード） 

 

・ 自然干潟、海浜の保全 

・ 鳥が飛来する緑地の整備 

・ 自然環境豊かな港湾空間の形成（伊勢湾再生） 

・ 良好な港湾空間の保全・形成 

・ グリーン物流の促進 

・ 地域環境の改善に貢献 
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付 属 資 料 
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付属資料ー１ 参考事例（苫小牧港の港湾計画書の事例）

出典
「苫小牧港港湾計画書 」　-改訂- 平成19年11月
苫小牧港港湾管理者 苫小牧港管理組合
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出典
「苫小牧港港湾計画書 」　-改訂- 平成19年11月
苫小牧港港湾管理者 苫小牧港管理組合
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出典
「苫小牧港港湾計画書 」　-改訂- 平成19年11月
苫小牧港港湾管理者 苫小牧港管理組合
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出典
「苫小牧港港湾計画書 」　-改訂- 平成19年11月
苫小牧港港湾管理者 苫小牧港管理組合

 


